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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め記録された第１の画像を表示している状態で手書きによる記入がされた電子ペーパ
を光学的に読み取る読取手段と、
　前記第１の画像の画像データを取得することで前記第１の画像を認識する認識手段と、
　前記認識手段によって取得された画像データに基づいて前記読取手段による読取結果上
での第１の画像を推定し、前記読取結果が表す画像の各画素のうち、前記推定した第１の
画像に相当し、かつ前記推定した第１の画像の対応する画素との濃度差が所定値未満の画
素の濃度、又は、前記推定した第１の画像に基づいて定めた濃度範囲内の画素の濃度を、
画像が記録されていない状態での濃度に置き換えることで、前記読取結果が表す画像から
前記推定した第１の画像を除去することにより、前記読取手段による読取結果から、前記
手書きにより記入された内容を表す第２の画像の画像データを抽出する抽出手段と、
　を含む電子ペーパ読取装置。
【請求項２】
　前記電子ペーパには、第１の画像の画像データ又は該画像データの格納場所を識別する
ための識別情報が記録されており、
　前記認識手段は、前記電子ペーパに前記第１の画像の画像データが記録されている場合
は、前記電子ペーパから前記画像データを読み出すことで前記画像データを取得し、前記
電子ペーパに前記識別情報が記録されている場合は、前記電子ペーパから前記識別情報を
読み出し、読み出した識別情報に基づいて前記画像データの格納場所を識別し、識別した
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格納場所から前記画像データを取得することを特徴とする請求項１記載の電子ペーパ読取
装置。
【請求項３】
　予め記録された第１の画像を表示している状態で手書きによる記入がされた電子ペーパ
を読取手段によって光学的に読み取る電子ペーパ読取装置であって、
　前記手書きによる記入は、電子ペーパ上の第１の画像が記録された部分と第１の画像が
記録されていない部分の反射率又は発光エネルギーの相違が所定値未満となる所定の波長
域において、電子ペーパと反射率が相違する特性を有するインクを用いて為され、前記読
取手段は、前記所定の波長域に感度を有するセンサによって電子ペーパを光学的に読み取
ることで、前記手書きにより記入された内容を表す第２の画像の画像データを取得する
　ことを特徴とする電子ペーパ読取装置。
【請求項４】
　手書きによる記入がされた電子ペーパを識別するための識別情報を認識し、得られた前
記第２の画像の画像データを前記識別情報と対応付けて管理する管理手段を更に備えたこ
とを特徴とする請求項１又は請求項３記載の電子ペーパ読取装置。
【請求項５】
　前記電子ペーパには、前記電子ペーパの向きを基準としたときの前記第１の画像の向き
を表す方向情報を含む管理情報が記録されており、
　前記電子ペーパの中央に対してオフセットした位置に記録される、前記方向情報を含む
管理情報又はマークの記録位置に基づいて、前記電子ペーパの向きを検知する検知手段を
更に備え、
　前記管理手段は、前記電子ペーパより読み出された管理情報から前記方向情報を抽出し
、前記検知手段によって検知された前記電子ペーパの向きを基準としたときの、前記抽出
した方向情報が表す前記第１の画像の向きと、前記読取手段による読取方向との関係に基
づいて、前記手書きにより記入された内容を表す第２の画像の画像データに対する少なく
とも回転処理のパラメータを、前記第２の画像の記録イメージを前記第１の画像の記録イ
メージと単に重ね合わせることで、前記第１の画像と前記第２画像が重ね合わされた合成
文書を電子ペーパに記録するための記録イメージを作成できるように設定することを特徴
とする請求項４記載の電子ペーパ読取装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電子ペーパ読取装置に係り、特に、電子ペーパに手書きにより記入された内容を
読み取る電子ペーパ読取装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、新たな記録メディアとして、任意の画像（文字から成る画像であってもよい）を記
録可能で一旦記録した画像を書き替え可能という特徴を有する電子ペーパ（デジタルペー
パともいう）が注目されるようになってきている。電子ペーパは紙に代わる媒体としても
期待されているが、紙は、一旦画像が記録された後でも、鉛筆やボールペン等の任意の筆
記具により手書きで文字等を追記可能という特長を有しており、電子ペーパを紙に代わる
媒体として利用するためには、紙と同様に、既に画像が記録されている電子ペーパに、文
字や図形等を手書きで電子ペーパに記入することを可能にする必要があると共に、手書き
で記入された内容を電子化することで手書きで記入された内容を画像として電子ペーパに
表示する等の再利用を可能とすることが望ましい。
【０００３】
電子ペーパに手書きで記入された内容を電子化するための技術は従来より提案されており
、例えば特許文献１には、電磁誘導式のデジタイザ（タブレット）上に固定された電子ペ
ーパ上に電磁／発熱ペンによって加筆入力された場合に、加筆後の内容をデジタイザによ
って電子化すると共に、電子化によって得られた加筆情報を、個々の文書を識別するため
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のＩＤ情報と関連付けて記憶する情報処理装置が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】
特開２０００－１１２６４６号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献１に記載の技術では、電子ペーパへの手書きでの記入及び手書き
で記入された内容を電子化することを可能とするために、電磁誘導式のデジタイザと、手
書きで記入しているときに電磁波を放射しかつ発熱する電磁／発熱ペンという特別なデバ
イスが必要になる、という欠点がある。また、電子ペーパに手書きで記入を行う場合に、
電子ペーパをデジタイザ上の定位置に固定する必要もあり、使い勝手が悪いという問題も
ある。また、電磁／発熱ペンは電力を消費するデバイスであるので、バッテリ切れによっ
て加筆不能となることを回避するために、バッテリ残量を常に意識して使用する必要もあ
る。
【０００６】
本発明は上記事実を考慮して成されたもので、電子ペーパへの手書きでの記入を容易に行
うことができ、手書きで記入された内容の電子化を簡易な構成で実現できる電子ペーパ読
取装置を得ることが目的である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために請求項１記載の発明に係る電子ペーパ読取装置は、予め記録
された第１の画像を表示している状態で手書きによる記入がされた電子ペーパを光学的に
読み取る読取手段と、前記第１の画像の画像データを取得することで前記第１の画像を認
識する認識手段と、前記認識手段によって取得された画像データに基づいて前記読取手段
による読取結果上での第１の画像を推定し、前記読取結果が表す画像の各画素のうち、前
記推定した第１の画像に相当し、かつ前記推定した第１の画像の対応する画素との濃度差
が所定値未満の画素の濃度、又は、前記推定した第１の画像に基づいて定めた濃度範囲内
の画素の濃度を、画像が記録されていない状態での濃度に置き換えることで、前記読取結
果が表す画像から前記推定した第１の画像を除去することにより、前記読取手段による読
取結果から、前記手書きにより記入された内容を表す第２の画像の画像データを抽出する
抽出手段と、を含んで構成されている。
【０００８】
請求項１記載の発明では、予め記録された第１の画像を表示している状態で手書きによる
記入がされた電子ペーパが読取手段によって光学的に読み取られる。このように、請求項
１記載の発明では、電子ペーパが光学的に読み取られることで、手書きにより電子ペーパ
に記入された内容が電子化されるので、電子ペーパへの手書きによる記入に際し、記入部
分の光学特性（例えば光反射率等）に変化を与える器具、例えば媒体にインクを付着させ
て記入する構成のペン等のごく一般的な筆記具を用いることができ、電磁／発熱ペン等の
特殊なデバイスを用いる必要がなくなる。
【０００９】
また、電子ペーパを光学的に読み取ることで、デジタイザを用いて読み取りを行う場合の
ように、手書きにより記入された内容を読み取るタイミングが電子ペーパへの記入時に制
限されず、手書きによる記入が完了した後に読み取りを行うことができるので、電子ペー
パへの手書きによる記入に際して電子ペーパをデジタイザ上の定位置に固定する必要もな
い。従って、電子ペーパへの手書きでの記入を容易に行うことができる。
【００１０】
　また、請求項１記載の発明に係る読取手段は、第１の画像が記録された電子ペーパに手
書きによる記入がされた電子ペーパを読み取るので、読取手段による読取結果は、手書き
により記入された内容が第１の画像に重ね合わされた画像を表している。このため、請求
項１記載の発明では、電子ペーパに記録された第１の画像の画像データを取得することで
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第１の画像を認識手段によって認識し、抽出手段は、前記認識手段によって取得された画
像データに基づいて前記読取手段による読取結果上での第１の画像を推定し、前記読取結
果が表す画像の各画素のうち、前記推定した第１の画像に相当し、かつ前記推定した第１
の画像の対応する画素との濃度差が所定値未満の画素の濃度、又は、前記推定した第１の
画像に基づいて定めた濃度範囲内の画素の濃度を、画像が記録されていない状態での濃度
に置き換えることで、前記読取結果が表す画像から前記推定した第１の画像を除去するこ
とにより、読取手段による読取結果から、手書きにより記入された内容を表す第２の画像
の画像データを抽出する。
【００１１】
　なお、上記の抽出手段による第１の画像の推定には、電子ペーパへの第１の画像の記録
に際し、第１の画像の拡大／縮小や記録位置の調整等の処理が行われた場合に、第１の画
像の元の画像データから電子ペーパに記録されている第１の画像を推定する処理が含まれ
、これらの処理は、電子ペーパに第１の画像がどのように記録されたかを表す情報に基づ
いて行うことができる。上記の抽出手段は、読取結果上での第１の画像を推定し、読取結
果が表す画像から推定した第１の画像を除去することで、手書きにより記入された内容を
精度良く表す第２の画像の画像データを取得することができる。
【００１２】
　また、読取結果が表す画像から前記推定した第１の画像を除去することは、読取結果が
表す画像の各画素のうち、推定した第１の画像に相当する画素の濃度を、画像が記録され
ていない状態での濃度に置き換えることで実現できるが、読取結果が表す画像の各画素の
うち第１の画像に相当する全ての画素の濃度を単に置き換えたとすると、読取結果が表す
画像から推定した第１の画像を除去することで抽出される第２の画像のうち手書きで記入
された内容が第１の画像と重なっている部分において、手書きで記入された内容が消失す
ることになる。
【００１３】
　これを考慮し、上記の抽出手段は、読取結果が表す画像の各画素のうち、推定した第１
の画像に相当し、かつ推定した第１の画像の対応する画素との濃度差が所定値未満の画素
、の濃度、又は、推定した第１の画像に基づいて定めた濃度範囲内の画素の濃度を、画像
が記録されていない状態での濃度に置き換えることで、読取結果が表す画像から推定した
第１の画像の除去を行う。これにより、手書きで記入された内容が第１の画像と重なって
いる部分に相当する画素を、濃度置き換えの対象から除外することができ、読取結果が表
す画像から第１の画像を除去することで第２の画像を抽出するに際し、抽出した第２の画
像から手書きで記入された内容の消失が生ずることを回避することができる。
【００１４】
　請求項１記載の発明に係る読取手段としては、スキャナ等の一般的な読取手段を用いる
ことができるので、請求項１記載の発明では、手書きにより記入された内容の電子化に際
してデジタイザ等の特殊なデバイスを用いる必要もない。従って、請求項１記載の発明に
よれば、電子ペーパへの手書きでの記入を容易に行うことができ、手書きで記入された内
容の電子化を簡易な構成で実現することができる。
【００１５】
　なお、電子ペーパに、第１の画像の画像データ又は該画像データの格納場所を識別する
ための識別情報（例えば画像データが所定の記憶媒体（例えばサーバに接続された記憶媒
体）に記憶されている態様において、記憶アドレスを表す情報や画像データと対応付けて
記憶されている情報等）が記録されていることが好ましい。これらの情報は、１次元又は
２次元のバーコード等の形態で電子ペーパに光学的に記録されていてもよいし、電子ペー
パに付加されたＩＣチップ等の情報記録部に記録されていてもよい。
【００１６】
　請求項１記載の発明において、電子ペーパに、第１の画像の画像データ又は該画像デー
タの格納場所を識別するための識別情報が記録されている場合、認識手段は、例えば請求
項２に記載したように、電子ペーパに第１の画像の画像データが記録されている場合は、
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電子ペーパから画像データを読み出すことで画像データを取得し、電子ペーパに識別情報
が記録されている場合は、電子ペーパから識別情報を読み出し、読み出した識別情報に基
づいて画像データの格納場所を識別し、識別した格納場所から画像データを取得するよう
に構成することができる。
【００２１】
　請求項３記載の発明に係る電子ペーパ読取装置は、予め記録された第１の画像を表示し
ている状態で手書きによる記入がされた電子ペーパを読取手段によって光学的に読み取る
電子ペーパ読取装置であって、前記手書きによる記入は、電子ペーパ上の第１の画像が記
録された部分と第１の画像が記録されていない部分の反射率又は発光エネルギーの相違が
所定値未満となる所定の波長域において、電子ペーパと反射率が相違する特性を有するイ
ンクを用いて為され、前記読取手段は、前記所定の波長域に感度を有するセンサによって
電子ペーパを光学的に読み取ることで、前記手書きにより記入された内容を表す第２の画
像の画像データを取得することを特徴としている。
【００２２】
　請求項３記載の発明では、電子ペーパ上の第１の画像が記録された部分と第１の画像が
記録されていない部分の反射率（電子ペーパが反射型の場合）又は発光エネルギー（電子
ペーパが自発光型の場合）の相違が所定値未満となる所定の波長域（通常は可視域外の波
長域）において、電子ペーパと反射率が相違する特性を有するインクを用いて電子ペーパ
への手書きによる記入が為される。請求項３記載の発明では、上記のインクを用いて手書
きによる記入がされた電子ペーパが読取手段によって光学的に読み取られる。
【００２３】
　このように、請求項３記載の発明においても、電子ペーパが光学的に読み取られること
で手書きにより記入された内容が電子化されるので、電子ペーパへの手書きによる記入に
際し、インク自体は一般的ではないものの、媒体にインクを付着させて記入するペン等の
一般的な構成の筆記具を用いることができ、電磁／発熱ペン等の特殊なデバイスを用いる
必要がなくなる。また、手書きによる記入が完了した後に読み取りを行うことができるの
で、電子ペーパへの手書きによる記入に際して電子ペーパをデジタイザ上の定位置に固定
する必要もない。従って、電子ペーパへの手書きでの記入を容易に行うことができる。
【００２４】
　また、請求項３記載の発明に係る読取手段は、所定の波長域に感度を有するセンサによ
って電子ペーパを光学的に読み取るので、読取手段による読取結果は、手書きにより記入
された内容を表す第２の画像を表しており、読取手段による読み取りによって第２の画像
の画像データを取得することができる。また、請求項３記載の発明に係る読取手段は、セ
ンサの感度域自体は一般的ではないものの、スキャナ等の一般的な構成の読取手段を適用
できるので、請求項３記載の発明においても、手書きにより記入された内容の電子化に際
してデジタイザ等の特殊なデバイスを用いる必要もない。従って、請求項３記載の発明に
おいても、電子ペーパへの手書きでの記入を容易に行うことができ、手書きで記入された
内容の電子化を簡易な構成で実現することができる。
【００２５】
　請求項４記載の発明は、請求項１又は請求項３記載の発明において、手書きによる記入
がされた電子ペーパを識別するための識別情報を認識し、得られた第２の画像の画像デー
タを識別情報と対応付けて管理する管理手段を更に備えたことを特徴としている。
【００２６】
　請求項４記載の発明では、手書きによる記入がされた電子ペーパを識別するための識別
情報が管理手段によって認識される。この識別情報は、例えば予め個々の電子ペーパに記
録しておき、手書きによる記入がされた電子ペーパに記録されている識別情報を読み取る
ことで認識することができるが、これに代えて、第２の画像の画像データが得られた際に
識別情報を付与し、付与した識別情報を対応する電子ペーパに記録するようにしてもよい
。
【００２７】
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そして管理手段は、得られた第２の画像の画像データを識別情報と対応付けて管理する。
これにより、例えば各々手書きで記入がされた複数の電子ペーパを各々光学的に読み取る
ことで得られた複数の第２の画像の画像データを各々管理する場合にも、所望の第２の画
像に対応する識別情報をキーとして用いて検索することで、所望の第２の画像の画像デー
タを容易に抽出することができ、抽出された画像データが表す第２の画像（手書きで記入
された内容）を電子ペーパに画像として表示する等の再利用を容易に行うことができる。
【００２８】
　また、請求項４記載の発明において、電子ペーパの向きを基準としたときの第１の画像
の向きを表す方向情報を含む管理情報が電子ペーパに記録されている場合、例えば請求項
５に記載したように、電子ペーパの中央に対してオフセットした位置に記録される、方向
情報を含む管理情報又はマークの記録位置に基づいて、電子ペーパの向きを検知する検知
手段を更に設け、管理手段を、電子ペーパより読み出された管理情報から方向情報を抽出
し、検知手段によって検知された電子ペーパの向きを基準としたときの、抽出した方向情
報が表す第１の画像の向きと、読取手段による読取方向との関係に基づいて、手書きによ
り記入された内容を表す第２の画像の画像データに対する少なくとも回転処理のパラメー
タを、第２の画像の記録イメージを第１の画像の記録イメージと単に重ね合わせることで
、第１の画像と第２画像が重ね合わされた合成文書を電子ペーパに記録するための記録イ
メージを作成できるように設定する構成とすることが望ましい。
【００３１】
　請求項５記載の発明では、電子ペーパの中央に対してオフセットした位置に記録される
、方向情報を含む管理情報又はマークの記録位置に基づいて、検知手段によって電子ペー
パの向きが検知され、管理手段は、電子ペーパより読み出された管理情報から方向情報を
抽出し、検知手段によって検知された電子ペーパの向きを基準としたときの、抽出した方
向情報が表す第１の画像の向きと、読取手段による読取方向との関係に基づいて、手書き
により記入された内容を表す第２の画像の画像データに対する少なくとも回転処理のパラ
メータを、第２の画像の記録イメージを第１の画像の記録イメージと単に重ね合わせるこ
とで、第１の画像と第２画像が重ね合わされた合成文書を電子ペーパに記録するための記
録イメージを作成できるように設定するので、第２の画像の画像データに対し、管理手段
によって設定されたパラメータに従って少なくとも回転処理を行った後に、第２の画像の
記録イメージを第１の画像の記録イメージと単に重ね合わせることで、第１の画像と第２
画像が重ね合わされた合成文書を電子ペーパに記録するための記録イメージを得ることが
でき、手書きにより記入された内容を表す第２の画像を電子ペーパに画像として記録する
ことで再表示する等の場合にも、手書きによる記入が行われた際と同じ向きで電子ペーパ
に表示することができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態の一例を詳細に説明する。
【００３３】
〔第１実施形態〕
図１には本実施形態に係る電子ペーパ管理装置１０が示されている。電子ペーパ管理装置
１０は、電子ペーパ１２への文書（画像）の書き込み、電子ペーパに書き込まれた文書や
手書きで記入された内容の読み取り、電子ペーパ１２への書き込みや読み取りのための電
子ペーパの管理を行うための装置であり、本発明に係る電子ペーパ読取装置としての機能
を備えている。電子ペーパ管理装置１０には、画像データを入力する入力装置としてメデ
ィアドライブ１４、画像データ受信装置１６及びスキャナ１８が各々接続されている。
【００３４】
メディアドライブ１４には、例えばフレキシブルディスク（ＦＤ）等の磁気ディスクやＣ
Ｄ－Ｒ等の光ディスク、光磁気ディスク（ＭＯ）、デジタルスチルカメラ（ＤＳＣ）に装
填可能なスマートメディア(Ｒ)、コンパクトフラッシュ(Ｒ)、メモリスティック(Ｒ)等の
各種情報記憶媒体の何れかがセットされる。セットされた情報記憶媒体には電子ペーパに
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書き込むべき文書を表す文書情報が記憶されている。なお、本実施形態に係る電子ペーパ
管理装置１０は任意の内容の文書を電子ペーパ１２に書き込み可能とされており、例えば
テキストデータや画像データ（詳しくはビットマップやベクトルデータ）等、任意の形式
のデータを文書情報として扱うことができる。メディアドライブ１４は、情報記憶媒体に
記憶されている文書情報を読み出し、必要に応じて所定の処理（例えば読み出した文書情
報が圧縮された画像データである場合の解凍等）を行って出力する。
【００３５】
また、画像データ受信装置１６は、インターネット等のコンピュータネットワークに接続
されており、電子ペーパ１２に書き込むべき文書を表す文書情報を、コンピュータネット
ワークを介して情報処理装置（例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ))から受信し、受信
した文書情報に対し必要に応じて所定の処理（例えば文書情報が圧縮された画像データで
ある場合の解凍等）を行って出力する。
【００３６】
また、スキャナ１８は電子ペーパ１２に書き込むべき文書（例えば画像）が記録された写
真フィルム等の透過原稿又は紙等の反射原稿に光を照射し、原稿を透過又は反射した光を
ＣＣＤ等の読取センサにより光電変換してデジタルのビットマップ画像データへ変換し、
所定の画像処理（例えば暗補正や濃度変換、シェーディング補正、欠陥画素補正等）を行
い文書情報として出力する。
【００３７】
これらの入力装置は電子ペーパ管理装置１０の文書メモリ２０に接続されており、何れか
の入力装置から電子ペーパ管理装置１０へ入力された文書情報は文書メモリ２０に記憶さ
れる。また、文書メモリ２０には制御部２２及び記録部２４が接続されている。
【００３８】
制御部２２は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，入出力ポートがバスを介して互いに接続されて
成るマイクロコンピュータを含んで構成されている。また、制御部２２は不揮発性の記憶
部（例えばハードディスクドライブ、ＥＥＰＲＯＭ、バックアップ電源に接続されたＲＡ
Ｍ等）２２Ａを備えている。記憶部２２Ａには、後述する文書書込処理や手書き内容読取
処理を実行するための文書書込プログラムや手書き内容読取処理プログラムが各々記憶さ
れている。
【００３９】
また、制御部２２には搬送部３０が接続されている。図示は省略するが、電子ペーパ管理
装置１０には電子ペーパ１２を機体内へ挿入するための挿入口が設けられており、挿入口
を介して電子ペーパ１２が機体内へ挿入されたことを検知するための挿入検知センサも設
けられている。挿入検知センサにより電子ペーパ１２が挿入されたことが検知されると、
搬送部３０は、制御部２２の指示に基づき、挿入された電子ペーパ１２を機体内奥側（記
録部２４や読取部２６が配置されている位置）へ向けて搬送する。
【００４０】
電子ペーパ１２への文書の書き込みに際し、制御部２２は書込対象の電子ペーパ１２に書
き込むべき文書を表す文書情報を文書メモリ２０から読み出し、読み出した文書情報に基
づいて文書の書込イメージ（例えばビットマップデータ）を生成し、文書メモリ２０に記
憶させる。記録部２４は制御部２２の指示により作動し、書込対象の電子ペーパ１２が記
録部２４の配置位置へ搬送されると、書込対象の電子ペーパ１２へ書き込むべき文書に対
応する書込イメージを文書メモリ２０から読み出し、読み出した書込イメージに基づいて
所定の記録方式により電子ペーパ１２へ文書を書き込む。
【００４１】
なお、記録部２４による電子ペーパ１２への文書の記録方式としては、電子ペーパ管理装
置１０が書込対象とする電子ペーパ１２の種類に応じた記録方式を採用すればよい。例え
ば書込対象の電子ペーパ１２がコレステリック液晶を用いた光書き込み型の電子ペーパで
ある場合には、記録部２４による記録方式として、画素単位で変調した光を電子ペーパへ
照射することで文書を書き込む記録方式を採用することができ、また例えば書込対象の電
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子ペーパ１２が電気泳動を利用した電子ペーパである場合には、記録部２４による記録方
式として、電子ペーパ１２に設けられた電極に電圧を印加することで文書を書き込む記録
方式を採用することができる。
【００４２】
また、記録部２４は電子ペーパ１２に一旦書き込んだ文書を消去する機能と、電子ペーパ
１２に文書以外の任意の属性情報（例えば後述する管理情報や書込履歴情報等）を記録す
る機能も備えている。この属性情報は、例えば文書の記録方式と同じ記録方式により光学
的に記録することができる。光学的に記録する場合、例えば一次元或いは二次元のバーコ
ード等のようにコード化した形態で記録するようにしてもよいし、文字として記録するよ
うにしてもよい。また、電子ペーパにＩＣチップを付加し、このＩＣチップに属性情報を
記録するようにしてもよい。
【００４３】
なお、属性情報を光学的に記録する場合、属性情報は電子ペーパ１２上の画像記録範囲か
ら外れた部位に記録されることが望ましく、視認が困難でかつ後述する読取部２６による
読み取りが容易な光学特性を有するインク等を用いて記録されることが好ましい。また、
ＩＣチップへの情報の記録には、電磁誘導や無線を利用して非接触で行う方式と、ＩＣチ
ップのコネクタを介してＩＣチップに情報を入力することで記録する接触方式があるが、
何れの方式を採用してもよい。
【００４４】
なお、本実施形態に係る電子ペーパ１２には、個々の電子ペーパを区別するための個体番
号が製造時に予め記録されている。この個体番号も上記の何れかの記録方式で記録するこ
とができるが、後述する読取部２６の構成の複雑化を回避するためには、記録部２４は、
電子ペーパ１２への個体番号の記録方式と同じ記録方式で電子ペーパ１２へ属性情報を記
録する構成であることが好ましい。
【００４５】
また、制御部２２には、電子ペーパ１２に書き込まれた文書や手書きで記入された内容、
属性情報、個体番号を読み取り可能な読取部２６が接続されている。読取部２６は電子ペ
ーパ１２に光を照射し、電子ペーパ１２を反射（或いは透過）した光をＣＣＤ等の読取セ
ンサによって光電変換し、更にデジタルデータへ変換することで、電子ペーパ１２に書き
込まれた文書や手書きで記入された内容を表す画像データを生成し、制御部２２へ出力す
る。
【００４６】
また、読取部２６のうち属性情報や個体番号を読み取る部分の構成は、電子ペーパ１２へ
の属性情報の記録方式に応じた構成を採用すればよく、例えば属性情報が一次元或いは二
次元のバーコードとして電子ペーパ１２に記録される場合には、記録されているバーコー
ドを読み取って属性情報等を復号化するバーコードリーダを含んで構成することができ、
属性情報等が文字として電子ペーパ１２に記録される場合には、電子ペーパ１２を光学的
に読み取ることで得られた画像データから電子ペーパ１２に記録されている文字に相当す
る領域を抽出し、抽出した領域の画像データを用いて文字認識を行うことで属性情報等を
認識する構成を採用することができ、電子ペーパ１２に付加されたＩＣチップに属性情報
等が記録されている場合には、前記ＩＣチップから属性情報等を読み出す構成を採用する
ことができる。なお、ＩＣチップからの情報の読出方式としても、非接触方式及び接触方
式の何れを用いてもよい。
【００４７】
また、制御部２２には、電子ペーパ１２の表面を清掃する機能を有するクリーニング部２
８が接続されている。本実施形態に係る電子ペーパ１２には、表面に付着した汚れ・塵埃
等の除去や表面に手書きで記入された内容の消去を容易にするために、表面にコーティン
グが形成されており、クリーニング部２８による清掃方法としては、例えば電子ペーパ１
２表面のコーティング上を洗浄液を使って洗浄する清掃方法等を採用することができる。
また、電子ペーパ１２の表面に顕著な汚れ・塵埃等が付着した場合に備え、クリーニング
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部２８は、電子ペーパ１２の表面のコーティングを一旦剥離した後に、電子ペーパ１２の
表面に再度コーティングを形成させる清掃方法を実施する機能も備えていることが好まし
い。
【００４８】
また、制御部２２にはインタフェース（Ｉ／Ｆ）部３２が接続されている。Ｉ／Ｆ部３２
は、ＬＣＤ等から成り任意の情報を表示可能なディスプレイと、複数個のキーを含んで構
成された操作パネルを含んで構成されている。なお、属性情報が電子ペーパ１２に文字と
して記録される場合、属性情報を読み取る機能を読取部２６に搭載することに代えて、電
子ペーパ１２に記録された属性情報を表す文字をユーザに読み取らせ、Ｉ／Ｆ部３２の操
作パネルを介して入力させるようにしてもよい。
【００４９】
更に、制御部２２には通信制御部３４が接続されている。通信制御部３４は例えばインタ
ーネット等から成る通信網３６に接続されている。一方、この通信網３６には管理センタ
３８の管理サーバ４０が接続されており、通信網３６に接続された多数台の電子ペーパ管
理装置１０（図１は図面の錯綜を避けるため単一の電子ペーパ管理装置１０のみ図示）は
通信網３６を介して管理サーバ４０と各々通信可能とされている。管理サーバ４０には、
例えばＨＤＤ（ハードディスクドライブ）等から成る大容量の記憶媒体４２が接続されて
おり、この記憶媒体４２には、電子ペーパ管理装置１０によって文書が書き込まれた電子
ペーパ１２を、個々の電子ペーパ１２を単位として管理するための管理ＤＢ（データベー
ス）４４が記憶されている。
【００５０】
次に本第１実施形態の作用として、電子ペーパ管理装置１０の制御部２２によって実行さ
れる文書書込処理について、図２のフローチャートを参照して説明する。なお、この文書
書込処理は、特定の電子ペーパ１２への特定文書の書き込みを所望しているユーザにより
、前記特定の電子ペーパ１２が書込対象の電子ペーパ１２として電子ペーパ管理装置１０
の機体内へ挿入されると共に、書込対象の電子ペーパ１２へ書き込むべき文書（書込対象
の文書）がＩ／Ｆ部３２を介してユーザによって指定されると、制御部２２のＣＰＵによ
って文書書込プログラムが実行されることで実現される。
【００５１】
ステップ１００では、ユーザから書込対象として指定された文書の文書情報を文書メモリ
２０から取り込み、該文書情報が表す文書を書込対象の電子ペーパ１２に書き込むにあた
っての書込条件を決定する。なお、書込条件は書込イメージのサイズ（書込文書の拡大縮
小率）、電子ペーパ１２上の書込位置、書込イメージ内の書込文書の配置（例えば書込文
書の複数頁を書込イメージ内に配置するＮアップ等を行うか否か）、書込解像度等のパラ
メータから成り、書込条件の決定は、書込対象の文書情報を解析し書込対象の電子ペーパ
のサイズ等も考慮して上記各パラメータの値を設定することによって為される。なお、書
込条件もＩ／Ｆ部３２を介してユーザによって指定されるようにしてもよい。
【００５２】
ステップ１０２では、読取部２６に対して書込対象の電子ペーパ１２からの管理情報の読
み出しを指示し、読取部２６が書込対象の電子ペーパ１２から管理情報を読み出すことで
読取部２６から出力された管理情報を取り込む。次のステップ１０４では、読取部２６よ
り取り込んだ管理情報に含まれる書込対象の電子ペーパ１２の個体番号を前記管理情報か
ら抽出する。そしてステップ１０６では、ステップ１００で取り込んだ文書情報を書込対
象の電子ペーパ１２に書き込むことを前提として、ステップ１０４で抽出した書込対象の
電子ペーパ１２の個体番号及びステップ１００で取り込んだ文書情報を管理センタ３８の
管理サーバ４０へ送信することで、管理ＤＢ４４への文書の登録を管理センタ３８に要請
する。
【００５３】
管理センタ３８の管理サーバ４０では、図３に示す文書管理処理を常時実行している。文
書管理処理では、ステップ１５０において、任意の電子ペーパ管理装置１０から何らかの
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情報を受信したか否か判定し、判定が肯定される迄ステップ１５０の判定を繰り返す。電
子ペーパ管理装置１０から何らかの情報を受信すると、ステップ１５０の判定が肯定され
てステップ１５２へ移行する。
【００５４】
管理センタ３８の記憶媒体４２に記憶されている管理ＤＢ４４は、例として次の表１に示
すように、個々の電子ペーパ毎に、個体番号及び文書管理番号を記憶するためのエリアが
各々設けられると共に、文書情報を複数記憶するためのエリアが別途設けられて構成され
ている。
【００５５】
【表１】

【００５６】
なお表１において、文書管理番号は、管理ＤＢ４４に記憶されている個々の文書情報を識
別するために管理センタ３８の管理サーバ４０によって設定される番号であり、表１に示
す管理ＤＢ４４では、個々の電子ペーパ１２に書き込まれている文書に対応する文書管理
番号が、個々の電子ペーパ１２の個体番号と対応付けされて登録されるようになっている
。
【００５７】
本実施形態に係る管理サーバ４０は、電子ペーパ管理装置１０からの依頼に応じて管理Ｄ
Ｂ４４を更新する。本実施形態において、電子ペーパ管理装置１０から管理サーバ４０へ
の依頼には、文書の登録、登録文書の取り出し、登録文書の追加、登録文書の抹消の４つ
があり、ステップ１５２～１５６では、電子ペーパ管理装置から受信した情報が表す依頼
が、上記４種類の依頼の何れに相当するかを判定する。
【００５８】
先に説明したように、電子ペーパ管理装置１０からの依頼が文書の登録であった場合には
、ステップ１５２の判定が肯定されてステップ１５８へ移行し、ステップ１５８以降の処
理が行われる。すなわち、ステップ１５８では電子ペーパ管理装置１０から受信した個体
番号をキーにして管理ＤＢ４４を検索し、次のステップ１６０では、検索を行った個体番
号が管理ＤＢ４４に登録されているか否か判定する。
【００５９】
書込対象の電子ペーパ１２が、過去に文書の書き込みが行われたことのない電子ペーパで
ある等の場合には、管理ＤＢ４４に個体番号等が登録されていないので、ステップ１６０
の判定が否定されてステップ１６２へ移行し、電子ペーパ管理装置１０から受信した書込
対象の文書情報を管理ＤＢ４４に登録されている各文書情報と各々比較することで、書込
対象の文書情報を検索し、次のステップ１６４において、書込対象の文書情報が管理ＤＢ
４４に既に登録されているか否か判定する。
【００６０】
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書込対象の文書が、書込対象の電子ペーパ１２以外の他の電子ペーパ１２には書き込まれ
ていない文書である場合には、ステップ１６４の判定も否定される。この場合は受信した
個体番号・書込対象の文書情報の何れも管理ＤＢ４４に登録されていないので、ステップ
１６６において、書込対象の文書情報を管理ＤＢ４４に新規に登録すると共に、該文書情
報に文書管理番号を設定し、受信した個体番号を設定した文書管理番号と対応付けて管理
ＤＢ４４に新規に登録し、ステップ１５０に戻る。これにより、個体番号は書込対象の文
書情報と文書管理番号を介して対応付けされることになる。
【００６１】
また、書込対象の文書情報が管理ＤＢ４４に既に登録されている場合（書込対象の文書が
他の電子ペーパ１２に書き込まれている文書である場合）には、ステップ１６４の判定が
肯定されてステップ１６８へ移行し、受信した個体番号を書込対象の文書情報に対して既
に設定されている文書管理番号と対応付けて管理ＤＢ４４に新規に登録し、ステップ１５
０に戻る。これにより、同一の文書情報が管理ＤＢ４４に多重に登録されることが防止さ
れるので、文書情報を記憶することで管理ＤＢ４４を記憶する記憶媒体４２の記憶容量が
必要以上に圧迫されることを回避することができる。
【００６２】
一方、書込対象の電子ペーパ１２が、過去に文書の書き込みが行われたことのある電子ペ
ーパである場合には、ステップ１６０の判定が肯定されてステップ１７０へ移行し、受信
した個体番号（書込対象の電子ペーパ１２の個体番号）と対応付けされて管理ＤＢ４４に
登録されている文書管理番号を読み出し、同一の文書管理番号と対応付けされて管理ＤＢ
４４に登録された他の個体番号が存在しているか否か検索する。
【００６３】
ステップ１７０の判定が否定された場合には、書込対象の電子ペーパ１２に書き込まれて
いた文書は他の文書には書き込まれていないので、ステップ１７２へ移行し、先に読み出
した文書管理番号が設定された文書情報を管理ＤＢ４４から抹消し、ステップ１７６へ移
行する。ステップ１７０の判定が肯定された場合には、書込対象の電子ペーパ１２に書き
込まれていた文書は、抽出された個体番号が付与されている他の電子ペーパ１２にも書き
込まれているので、ステップ１７４へ移行し、管理ＤＢ４４からの文書情報の抹消は行わ
ず、受信した個体番号と対応付けされて管理ＤＢ４４に登録されている文書管理番号の抹
消のみを行うことで、受信した個体番号と該個体番号に対応付けられていた文書情報との
対応関係の抹消のみを行い、ステップ１７６へ移行する。
【００６４】
次のステップ１７６では、受信した書込対象の文書情報を管理ＤＢ４４に登録されている
各文書情報と各々比較することで、書込対象の文書情報を検索し、次のステップ１７８に
おいて、書込対象の文書情報が管理ＤＢ４４に既に登録されているか否か判定する。ステ
ップ１７８の判定が否定された場合は、受信した個体番号は管理ＤＢ４４に登録されてい
るものの、書込対象の文書情報は管理ＤＢ４４に登録されていないので、ステップ１８０
において、書込対象の文書情報を管理ＤＢ４４に新規に登録すると共に、該文書情報に文
書管理番号を設定し、設定した文書管理番号を既に登録されている個体番号と対応付けて
管理ＤＢ４４に登録した後に、ステップ１５０に戻る。
【００６５】
また、ステップ１７８の判定が肯定された場合は、受信した個体番号及び書込対象の文書
情報の何れも管理ＤＢ４４に登録されているので、ステップ１８２へ移行し、ステップ１
７６の検索によって抽出された文書情報に設定されている文書管理番号を、ステップ１５
８の検索によって抽出された個体番号と対応付けて管理ＤＢ４４に登録した後に、ステッ
プ１５０に戻る。上述した処理により、電子ペーパ管理装置１０から受信した個体番号と
書込対象の文書情報が、管理ＤＢ４４上で対応付けされることになる。
【００６６】
一方、電子ペーパ管理装置１０では、文書書込処理（図２）のステップ１０６で管理ＤＢ
４４への文書の登録を管理センタ３８に要請すると、次のステップ１０８において、ステ
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ップ１００で決定した書込条件に従い、書込対象の文書情報をビットマップデータに展開
することで、書込対象の電子ペーパ１２に書込対象の文書を書き込むための書込イメージ
を作成する。
【００６７】
次のステップ１１０では書込対象の電子ペーパ１２の向きを検知する。本実施形態に係る
電子ペーパ１２は、電子ペーパ１２の向きを容易に検知可能に構成されている。すなわち
、先にも説明したように、電子ペーパ１２には管理情報や書込履歴情報の属性情報等が光
学的に記録されるか、又は電子ペーパ１２に付加されたＩＣチップに記録されるが、属性
情報が電子ペーパ１２に光学的に記録される（文字やバーコードとして記録される）場合
には、例として図４（Ａ）に情報記録部と表記して示すように、電子ペーパ１２の中央に
対してオフセットした位置（電子ペーパ１２への文書書込範囲外に相当する特定の角部近
傍）に属性情報が記録される。
【００６８】
属性情報が電子ペーパ１２に上記のように記録される場合、読取部２６による書込対象の
電子ペーパ１２からの管理情報の読み出しに際し、書込対象の電子ペーパ１２上での属性
情報（管理情報）の記録位置が探索されることになるので、ステップ１１０において、書
込対象の電子ペーパ１２からの管理情報の読み出しを行った読取部２６に対し、書込対象
の電子ペーパ１２上での属性情報（管理情報）の記録位置を問い合わせ、読取部２６から
通知された書込対象の電子ペーパ１２上での属性情報（管理情報）の記録位置に基づいて
、書込対象の電子ペーパ１２の向きを検知することができる。
【００６９】
なお、電子ペーパ１２に付加されたＩＣチップに属性情報が記録される場合、電子ペーパ
１２の向きを容易に検知可能とすることは、例えば図４（Ｂ）に示すように、電子ペーパ
１２の中央に対してオフセットした位置（電子ペーパ１２への文書書込範囲外に相当する
位置）に電子ペーパ１２の向きを表すマーク（図４（Ｂ）では「向き表示マーク」と表記
）を予め記録しておくことで実現できる。この場合は、書込対象の電子ペーパ１２上での
マークの記録位置に基づいて、書込対象の電子ペーパ１２の向きを検知することができる
。
【００７０】
ステップ１１２では、ステップ１１０で検知した書込対象の電子ペーパ１２の向きを基準
としたときの書込対象の文書の向きを表す方向情報を設定し、設定した方向情報に書込対
象の電子ペーパ１２の個体番号及びステップ１００で決定した書込条件を表す書込条件情
報を加えることで、書込対象の電子ペーパ１２に書き込むべき管理情報を作成する。また
、ステップ１１４では、読取部２６に対して書込対象の電子ペーパ１２からの書込履歴情
報の読み出しを指示し、書込対象の電子ペーパ１２から読み出された書込履歴情報を読取
部２６から取り込む。
【００７１】
ところで、本実施形態では電子ペーパ１２に書き込まれた文書の仕上がりの変動を抑制す
るために書込イメージを補正するキャリブレーションを行う。このキャリブレーションは
、電子ペーパ１２の特性に応じて定めたキャリブレーションデータを用いて行われるが、
電子ペーパ１２は、文書（画像）を繰り返し書き込むと書込回数に応じて特性が変化する
という特徴を有しており、電子ペーパ１２の特性変化に伴ってキャリブレーションの精度
が低下するという問題がある。
【００７２】
このため、ステップ１１４で取り込んだ書込履歴情報には、書込対象の電子ペーパ１２が
製造されてからの文書書込回数の累積値に相当する累積書込回数が含まれており（この累
積書込回数は、製造時に「０」に初期設定され、電子ペーパ１２に文書が書き込まれる毎
に更新される）、次のステップ１１６では、書込対象の電子ペーパ１２から読み出された
書込履歴情報に含まれる累積書込回数等に基づいて、キャリブレーションデータの更新が
必要か否か判定する。
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【００７３】
本実施形態では、書込対象の電子ペーパ１２の特性変化に伴う書込文書の仕上がりの変動
を抑制するために、電子ペーパ１２に文書が所定回書き込まれる毎にステップ１１６の判
定が肯定されてステップ１１８へ移行し、キャリブレーションデータを新たに導出し、新
たに導出したキャリブレーションデータを用いて書込イメージを補正するキャリブレーシ
ョン処理を行う。
【００７４】
具体的には、例えば図５（Ａ）に示すように、色が同一（例えばグレイ）で濃度が互いに
異なる複数個のパッチ（濃度＝ｄ１,ｄ２,ｄ３,ｄ４の４個のパッチ）から成る単位パタ
ーンが、図５（Ｂ）に示すように電子ペーパ１２の文書書込範囲の全面に亘って略均一に
分布するテストパターン画像を、記録部２４によって書込対象の電子ペーパ１２に書き込
み、次に、書込対象の電子ペーパ１２に記録されたテストパターン画像を読取部２６によ
って読み取る。なお、読取対象の電子ペーパ１２に記録されたテストパターン画像は、読
取対象の電子ペーパ１２の特性に応じて、例えばテストパターン画像の記録位置が所期の
記録位置に対してずれていたり、テストパターン画像の階調が部分的にばらついている等
のように、読取対象の電子ペーパ１２の特性の影響を受けて仕上がりが変動している可能
性がある。
【００７５】
このため、テストパターン画像が読取部２６によって読み取られることで得られた画像デ
ータに基づき、該画像データを解析することで、書込対象の電子ペーパ１２に記録された
テストパターン画像の仕上がり（例えば画像（個々のパッチの）記録位置、階調（個々の
パッチの濃度）の部分的なばらつき等）を表す物理量を演算し、演算した物理量の値を、
テストパターン画像が所期の仕上がりである場合の前記物理量の値と比較することで、書
込対象の電子ペーパ１２にテストパターン画像やその他の文書（画像）を記録した際に所
期の仕上がりを得るためのキャリブレーションデータを導出する。
【００７６】
そしてステップ１１８では、上記の処理によって導出されたペーパキャリブレーションデ
ータに基づき、書込対象の電子ペーパ１２に書込対象の文書を書き込んだときに、書込対
象の電子ペーパ１２上で書込対象の文書が所期の仕上がりとなるように書込イメージを補
正する。なお、キャリブレーションデータは例えば書込履歴情報として電子ペーパ１２に
記録しておく（キャリブレーションデータを新規に導出した場合には、書込履歴情報に含
まれる以前のキャリブレーションデータを新たなキャリブレーションデータで上書きする
）ことができるが、これに代えて管理センタ３８の管理ＤＢ４４に登録しておくようにし
てもよい。
【００７７】
一方、ステップ１１６でキャリブレーションデータの更新は不要と判断された場合には、
ステップ１２０において、書込履歴情報からキャリブレーションデータを抽出し（キャリ
ブレーションデータが管理センタ３８の管理ＤＢ４４に登録される場合には、管理センタ
３８からキャリブレーションデータを入手し）、該キャリブレーションデータに基づき、
書込対象の電子ペーパ１２に書込対象の文書を書き込んだときに、書込対象の電子ペーパ
１２上で書込対象の文書が所期の仕上がりとなるように書込イメージを補正する。上記の
ステップ１１８又はステップ１２０のキャリブレーションにより、書込対象の電子ペーパ
１２に書き込んだ書込対象の文書の仕上がりの変動を抑制することができる。
【００７８】
次のステップ１２２では、書込対象の電子ペーパ１２のクリーニング（表面の清掃）が必
要か否か判定する。本実施形態において、電子ペーパ１２のクリーニングは、例えば前回
クリーニングを行ってからの文書書込回数の累積値が所定値に達した場合や、書込対象の
電子ペーパ１２が手書きでの記入がされた状態となっており、かつ手書きでの記入内容と
無関係な文書を書込対象の電子ペーパ１２に書き込む場合に必要と判断される。上記判定
が否定された場合は何ら処理を行うことなくステップ１２６へ移行するが、ステップ１２
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２の判定が肯定された場合はステップ１２４へ移行し、書込対象の電子ペーパ１２の表面
をクリーニング部２８によって清掃させる。
【００７９】
ステップ１２６では、ステップ１１４で書込対象の電子ペーパ１２から読み出した書込履
歴情報のうちの累積書込回数を更新する。すなわち、キャリブレーションデータを新たに
導出する処理を行わなかった場合には、書込対象の電子ペーパ１２に書込対象の文書をこ
れから書き込むために、累積書込回数を１だけインクリメントし、キャリブレーションの
導出も行った場合には、書込対象の電子ペーパ１２へのテストパターン画像の書き込みも
行われているので、累積書込回数を２だけインクリメントする。
【００８０】
ステップ１２８では、書込対象の電子ペーパ１２に現在書き込まれている文書（画像）を
記録部２４によって消去し、次のステップ１３０において、キャリブレーションを経た書
込イメージを用い、記録部２４により書込対象の電子ペーパ１２に書込対象の文書を書き
込む。また、ステップ１３２では記録部２４により、ステップ１１２で作成した管理情報
及びステップ１２６で更新した書込履歴情報を書込対象の電子ペーパに書き込み、文書書
込処理を終了する。
【００８１】
ところで、本実施形態に係る電子ペーパ１２は、紙に代わる媒体として利用可能なように
、上記のようにして書込対象の文書が書き込まれた後でも、紙等と同様に手書きで文字等
を追記可能とされている。なお、本第１実施形態では、手書きによる電子ペーパ１２への
記入（追記）に用いるためのペン（手書き用ペン）が用意されており、ユーザは手書き用
ペンを用いて電子ペーパ１２への記入（追記）を行う。
【００８２】
なお、手書き用ペンはインクを電子ペーパ１２に付着させて記入する構成であり、手書き
用ペンのインクは、一例として図７（Ａ）に一点鎖線で示すような分光反射率特性を有し
ている。すなわち、本実施形態に係る電子ペーパ１２は、文書が書き込まれた部分（文書
の書き込みにより濃度が変化した部分、例えば文字から成る文書における文字に相当する
部分：以下、このような部分を「画像記録部分」と称する）の光反射率が、少なくとも可
視域を含む所定の波長域に亘り、文書が書き込まれていない部分（文書の書き込みに拘ら
ず濃度が変化しなかった部分、例えば文字から成る文書における文字以外の部分（背景に
相当する部分）：以下、このような部分を「非画像部分」と称する）の光反射率と相違す
る光学特性を有しているが、手書き用ペンのインクは、少なくとも所定の波長域内におけ
る光反射率が、画像記録部分の光反射率及び非画像部分の光反射率と各々相違する光学特
性を有している。
【００８３】
また、所定の文書が書き込まれている電子ペーパ１２に対し、手書き用ペンを用いて手書
きで記入を行ったユーザが、手書きで記入した内容の電子化を所望している場合、該ユー
ザにより、手書きで記入が行われた電子ペーパ１２が電子ペーパ管理装置１０の機体内へ
挿入されると共に、挿入された電子ペーパ１２に手書きで記入された内容の読み取りが指
示される。これにより、制御部２２のＣＰＵによって手書き内容読取プログラムが実行さ
れ、図６に示す手書き内容読取処理が制御部２２によって行われる。
【００８４】
手書き内容読取処理では、まずステップ２２０において、電子ペーパ管理装置１０の機体
内へ挿入された電子ペーパ１２（読取対象の電子ペーパ１２）からの管理情報の読み出し
を読取部２６に指示し、読取対象の電子ペーパ１２から管理情報が読み出されることで読
取部２６から出力された管理情報を取り込む。またステップ２２２では、読取部２６より
取り込んだ管理情報に含まれる書込条件情報を前記管理情報から抽出する。
【００８５】
また、ステップ２２４では読取対象の電子ペーパ１２の向きを検知する。読取対象の電子
ペーパ１２の向きは、管理情報を含む属性情報が電子ペーパ１２の中央に対してオフセッ
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トした位置に光学的に記録される場合には、読取部２６に対して読取対象の電子ペーパ１
２上での属性情報（管理情報）の記録位置を問い合わせ、通知された読取対象の電子ペー
パ１２上での属性情報（管理情報）の記録位置に基づいて検知することができる。また、
電子ペーパ１２の中央に対してオフセットした位置に向き表示マーク（図４（Ｂ）参照）
が予め記録されている場合には、読取対象の電子ペーパ１２上でのマークの記録位置に基
づいて検知することも可能である。
【００８６】
ステップ２２６では、ステップ２２０で読取対象の電子ペーパ１２から読み出した管理情
報から、電子ペーパ１２の向きを基準としたときの書込文書の向きを表す方向情報を抽出
する。またステップ２２８では、ステップ２２４で検知した読取対象の電子ペーパの向き
と、ステップ２２６で抽出した方向情報に基づいて、読取対象の電子ペーパ１２に書き込
まれている文書の向きを認識する。そしてステップ２３０では、ステップ２２８で認識し
た文書の向きと、読取対象の電子ペーパ１２の読取部２６による読取方向との関係に基づ
いて、手書きで記入された内容を表す画像データ（手書きイメージ：本発明に係る第２の
画像データに相当）に対する補正処理のパラメータを設定する。
【００８７】
　本第１実施形態において、上記の手書きイメージは、読取部２６が読取対象の電子ペー
パ１２を読み取ることで得られる画像データ（読取イメージ）から分離・抽出されるが（
詳細は後述）、本実施形態では、分離・抽出された手書きイメージを、読取対象の電子ペ
ーパ１２に書き込まれている文書の書込イメージと単に重ね合わせることで、文書と手書
き内容が重ね合わされた合成文書を電子ペーパ１２に書き込むための書込イメージを生成
できるように、分離・抽出された手書きイメージに対して回転処理、ページ分割処理、拡
大縮小処理等の補正処理が行われる。なお、上述したステップ２２４～ステップ２３０は
請求項５に記載の検知手段に対応している。
【００８８】
補正処理のパラメータの設定が完了すると、次のステップ２３２で読取対象の電子ペーパ
１２を読取部２６によって読み取らせる。なお、本第１実施形態に係る読取部２６は、図
７（Ｂ）に「ＣＨ１」と表記して示すように、電子ペーパ１２の画像記録部分の光反射率
、非画像部分の光反射率、手書き用ペンのインクの光反射率が互いに相違している第１の
波長域にのみ感度を有する分光感度特性のセンサを用いて読み取りを行う。なお、ステッ
プ２３２は、実際に電子ペーパ１２の読み取りを行う読取部２６と共に、請求項１に記載
の読取手段に対応している。次のステップ２３４以降では、読取部２６による読み取りに
よって得られた読取イメージから手書きイメージ（手書き内容を表す画像データ）を分離
する処理を行う。
【００８９】
　すなわち、ステップ２３４ではステップ２２０で読取対象の電子ペーパ１２から読み出
した管理情報から、読取対象の電子ペーパ１２の個体番号を抽出する。なお、管理情報に
含まれる読取対象の電子ペーパ１２の個体番号は、請求項２に記載の識別情報に対応して
いる。また、ステップ２３６では、ステップ２３４で抽出した読取対象の電子ペーパ１２
の個体番号を管理センタ３８の管理サーバ４０へ送信することで、前記個体番号と対応付
けて管理ＤＢ４４に登録されている文書情報（読取対象の電子ペーパ１２に書き込まれて
いる文書の文書情報）の取り出しを管理センタ３８に要請する。ステップ２３８では管理
センタ３８から文書情報を受信したか否か判定し、判定が肯定される迄待機する。なお、
ステップ２３２～ステップ２３８は請求項１に記載の認識手段に対応している。
【００９０】
管理センタ３８の管理サーバ４０では、電子ペーパ管理装置１０から文書情報の取り出し
が要請されると、文書管理処理（図３）のステップ１５０の判定が肯定され、ステップ１
５２，１５４の判定が否定されると共に、ステップ１５６の判定が肯定されてステップ１
８４へ移行し、電子ペーパ管理装置１０から受信した個体番号をキーにして管理ＤＢ４４
を検索し、次のステップ１８６において、検索を行った個体番号が管理ＤＢ４４に登録さ
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れているか否か判定する。
【００９１】
判定が否定された場合にはステップ１９０へ移行し、個体情報送信元の電子ペーパ管理装
置１０にエラー応答を返すが、ステップ１８６の判定が肯定された場合にはステップ１８
８へ移行し、検索によって抽出された個体番号と対応づけられて管理ＤＢ４４に登録され
ている文書情報を管理ＤＢ４４から読み出し、個体情報送信元の電子ペーパ管理装置１０
へ送信した後にステップ１５０に戻る。
【００９２】
電子ペーパ管理装置１０側では、管理サーバ４０から文書情報を受信すると、手書き内容
読取処理（図６）のステップ２３８の判定が肯定されてステップ２４０へ移行し、ステッ
プ２２２で管理情報から抽出した書込条件情報が表す書込条件及びステップ２２８で認識
した文書の向きに基づいて、管理サーバ４０から受信した文書情報をビットマップデータ
へ展開することで、先のステップ２３２の電子ペーパ１２の読み取りによって得られた読
取イメージ上で、文書情報が表す文書がどのように表示されているかを表す文書情報の表
示イメージを作成する。
【００９３】
ステップ２４２では、ステップ２４０で作成した文書情報の表示イメージから画像記録部
分に相当する単一の画素のデータを取り出すと共に、処理対象の画素のデータとして、読
取イメージから対応する画素のデータを取り出し、取り出した双方の画素のデータが表す
双方の画素の濃度を比較し、次のステップ２４４において、双方の画素の濃度差が所定値
以上か否か判定する。
【００９４】
図７（Ｂ）に「ＣＨ１」と表記して示すように、本第１実施形態に係る読取部２６は、電
子ペーパ１２の画像記録部分の光反射率、非画像部分の光反射率、手書き用ペンのインク
の光反射率が互いに相違している第１の波長域で読み取りを行うので、読取イメージ上の
処理対象の画素と文書情報の表示イメージ上の対応する画素の濃度差が所定値未満の場合
、読取イメージ上の処理対象の画素は、手書き用ペンのインクが付着していない部分に相
当する画素であると判断できる。このため、ステップ２４４の判定が否定された場合はス
テップ２４６へ移行し、読取イメージ上の処理対象の画素の濃度値を、非画像部分に相当
する濃度値へ置換した後にステップ２４８へ移行する。
【００９５】
一方、読取イメージ上の処理対象の画素と文書情報の表示イメージ上の対応する画素の濃
度差が所定値以上の場合、読取イメージ上の処理対象の画素は、手書きによる記入箇所（
手書き用ペンのインクが付着している箇所）に相当する画素であり、当該画素の濃度を上
記のように非画像部分に相当する濃度値へ置換すると、ユーザにより手書きによって記入
された内容が読取イメージ上が消去されてしまうと判断できる。このため、ステップ２４
４の判定が肯定された場合は何ら処理を行うことなくステップ２４８へ移行する。
【００９６】
ステップ２４８では、文書情報の表示イメージのうち画像記録部分に相当する全ての画素
に対してステップ２４２以降の処理を行ったか否か判定する。判定が否定された場合には
ステップ２４２に戻り、ステップ２４８の判定が肯定される迄ステップ２４２～ステップ
２４８を繰り返す。これにより、読取対象の電子ペーパ１２を読み取ることで得られた読
取イメージのうち、画像記録部分に相当しかつ手書き用ペンのインクが付着していない箇
所に相当する部分が消去されることで、手書きイメージ（手書きによる記入内容を表すビ
ットマップ画像データ）が読取イメージから分離・抽出されることになる。
【００９７】
　上述したステップ２４０～ステップ２４８は請求項１に記載の抽出手段（詳しくは請求
項２に記載の抽出手段）に対応しており、ステップ２４０で作成される文書情報の表示イ
メージは、請求項１に記載の「読取手段による読取結果上での第１の画像を推定し」た結
果に対応している。
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【００９８】
なお、読取イメージからの手書きイメージの分離・抽出は、上記のように読取イメージ上
での濃度と文書情報の表示イメージ上での濃度を比較して行うことに限られるものではな
く、例えば電子ペーパ１２に書き込まれている文書が、文字から成る文書のような２値画
像である場合には、例として図８に示すように、文書情報の表示イメージの濃度ヒストグ
ラムを作成し、作成した濃度ヒストグラムにおける裾野に相当する部分を除外した濃度範
囲を設定し、読取イメージの各画素のうち濃度が設定した濃度範囲内の画素についてのみ
、濃度を非画像部分の濃度へ置き換えることで行うことも可能である。
【００９９】
また、読取対象の電子ペーパ１２の位置精度（詳しくは読取部２６を基準とする読取対象
の電子ペーパ１２の位置の精度）が十分でない場合には、例えば読取イメージ及び文書情
報の表示イメージを、各々縦方向に短冊状の複数ブロックに分割すると共に、横方向に短
冊状の複数ブロックに分割し、各ブロック毎に、イメージ中のエッジ部のうちブロックの
端部迄の距離（縦方向に分割したブロックについては縦方向の距離、横方向に分割したブ
ロックについては横方向の距離）が最短のエッジ部を抽出し、抽出したエッジ部とブロッ
クの端部迄の距離を対応するブロック対毎に比較し、距離の差が少ないブロック対（手書
きで記入された内容の影響が少ないと推定されるブロック対）における距離差を縦方向／
横方向の位置ずれ量として用いて（複数のブロック対における距離差の平均値、中央値等
を用いてもよい）、読取イメージと文書情報の表示イメージの対応する画素を判断するよ
うにしてもよい。
【０１００】
　ステップ２４８の判定が肯定されるとステップ２５０へ移行し、読取イメージから分離
・抽出された手書きイメージに対し、先のステップ２３０で設定したパラメータに従って
補正処理（回転処理、ページ分割処理、拡大縮小処理、孤立点除去処理、細線処理等）を
行う。なお、このステップ２５０（詳しくはステップ２５０で行われる各種補正処理のう
ちの回転処理）は請求項５に記載の管理手段の一部を構成している。そしてステップ２５
２では、補正処理を経た手書きイメージを、ステップ２３４で抽出した読取対象の電子ペ
ーパ１２の個体番号と共に管理センタ３８の管理サーバ４０へ送信することで、管理ＤＢ
４４への手書きイメージの追加登録を管理センタ３８に要請し、手書き内容読取処理を終
了する。
【０１０１】
管理センタ３８の管理サーバ４０では、電子ペーパ管理装置１０から手書きイメージの追
加登録が要請されると、文書管理処理（図３）のステップ１５０の判定が肯定され、ステ
ップ１５２の判定が否定されると共にステップ１５４の判定が肯定されてステップ１９２
へ移行し、電子ペーパ管理装置１０から受信した個体番号をキーにして管理ＤＢ４４を検
索し、次のステップ１９４において、検索を行った個体番号が管理ＤＢ４４に登録されて
いるか否か判定する。
【０１０２】
判定が否定された場合にはステップ１９０へ移行し、情報送信元の電子ペーパ管理装置１
０にエラー応答を返すが、ステップ１９４の判定が肯定された場合にはステップ１９６へ
移行し、検索によって抽出された個体番号と対応づけられて管理ＤＢ４４に登録されてい
る文書情報を管理ＤＢ４４から読み出し、読み出した文書情報に電子ペーパ管理装置１０
から受信した手書きイメージを付加することで、対応する電子ペーパ１２に書き込まれて
いる文書及び手書きで記入されている内容を表す文書情報を新規に作成する。そして、次
のステップ１９８において、新規に作成した文書情報を検索によって抽出された個体番号
と対応付けて管理ＤＢ４４に登録し、ステップ１５０に戻る。
【０１０３】
　これにより、電子ペーパ管理装置１０より次に文書情報の取り出しが要請された場合に
は、手書きイメージが付加された文書情報が管理ＤＢ４４から読み出されて電子ペーパ管
理装置１０へ送信されることになり、上記の情報を受信した電子ペーパ管理装置１０にお
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いて、手書きで記入された内容が消去された電子ペーパ１２に対し、文書情報が表す文書
に手書きイメージが表す手書きでの記入内容を合成した画像を書き込むことを容易に行う
ことができる。このように、管理センタ３８（管理サーバ４０及び記憶媒体４２）は、請
求項４に記載の管理手段に対応している。
【０１０４】
なお、電子ペーパ管理装置１０が、電子ペーパ１２に書き込まれた文書（又は当該文書に
手書きイメージが表す手書きでの記入内容が合成された画像）を消去する場合には、電子
ペーパ管理装置１０から管理センタ３８の管理サーバ４０に対して文書等の消去を行う電
子ペーパ１２の個体番号が送信され、管理ＤＢ４４に登録されている対応する文書情報の
抹消が要請される。
【０１０５】
この場合には、文書管理処理（図３）のステップ１５０の判定が肯定されると共に、ステ
ップ１５２～１５６の判定が肯定されてステップ２００へ移行し、電子ペーパ管理装置１
０から受信した個体番号をキーにして管理ＤＢ４４を検索し、次のステップ２０２におい
て、検索を行った個体番号が管理ＤＢ４４に登録されているか否か判定する。そして、判
定が否定された場合にはステップ２０４へ移行し、情報送信元の電子ペーパ管理装置１０
にエラー応答を返すが、ステップ２０２の判定が肯定された場合にはステップ２０６へ移
行して文書抹消処理（先に説明したステップ１７０～１７４と同様の処理）が行われる。
【０１０６】
これにより、管理センタ３８の管理ＤＢ４４は、個々の電子ペーパ１２の個体番号と対応
付けて登録されている情報が、個々の電子ペーパ１２に書き込まれている内容と常に一致
するように、適宜更新されることになる。
【０１０７】
なお、上記では、例として図７（Ａ）に一点鎖線で示すような分光反射率特性を有するイ
ンクを電子ペーパ１２に付着させて記入する構成の手書き用ペンを用いて手書きでの記入
がされる場合を説明したが、第１実施形態に係る手書き内容読取処理は、手書きにより記
入された部分と画像記録部分の濃度が読取イメージ上で相違していれば、読取イメージか
ら手書きイメージを分離・抽出することが可能であるので、電子ペーパ１２への手書きに
よる記入に際し、上記の条件を満たす任意の筆記具を用いることが可能である。
【０１０８】
〔第２実施形態〕
次に本発明の第２実施形態について説明する。なお、本第２実施形態は第１実施形態と同
一の構成であるので、各部分に同一の符号を付して構成の説明を省略し、以下、本第２実
施形態の作用として、本第２実施形態に係る手書き内容読取処理について、図９のフロー
チャートを参照して説明する。
【０１０９】
ステップ２７０では、読取対象の電子ペーパ１２からの管理情報の読み出しを読取部２６
に指示し、読取対象の電子ペーパ１２から管理情報が読み出されることで読取部２６から
出力された管理情報を取り込む。また、ステップ２７２では読取対象の電子ペーパ１２か
ら読み出された管理情報に含まれる読取対象の電子ペーパ１２の個体番号を管理情報から
抽出する。ステップ２７４では、ステップ２７２で抽出した読取対象の電子ペーパ１２の
個体番号を管理センタ３８の管理サーバ４０へ送信することで、前記個体番号と対応付け
て管理ＤＢ４４に登録されている文書情報（読取対象の電子ペーパ１２に書き込まれてい
る文書の文書情報）の取り出しを管理センタ３８に要請する。ステップ２７６では管理セ
ンタ３８から文書情報を受信したか否か判定し、判定が肯定される迄待機する。
【０１１０】
管理センタ３８の管理サーバ４０から文書情報を受信すると、ステップ２７６の判定が肯
定されてステップ２７８へ移行し、読取対象の電子ペーパ１２から読み出された管理情報
に含まれる書込条件情報を前記管理情報から抽出する。次のステップ２８０では、第１実
施形態に係る手書き内容読取処理（図６）のステップ２２４と同様にして読取対象の電子
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ペーパ１２の向きを検知する。またステップ２８２では、読取対象の電子ペーパ１２から
読み出された管理情報から、電子ペーパ１２の向きを基準としたときの書込文書の向きを
表す方向情報を抽出し、次のステップ２８４では、ステップ２８０で検知した読取対象の
電子ペーパの向きと、ステップ２８２で抽出した方向情報に基づいて、読取対象の電子ペ
ーパ１２に書き込まれている文書の向きを認識する。
【０１１１】
ステップ２８６では、読取対象の電子ペーパ１２からの書込履歴情報の読み出しを読取部
２６に指示し、読取部２６によって読取対象の電子ペーパ１２から読み出された書込履歴
情報を取り込む。またステップ２８８では、ステップ２８４で認識した文書の向きと、読
取対象の電子ペーパ１２の読取部２６による読取方向との関係に基づいて、第１実施形態
に係る手書き内容読取処理（図６）のステップ２３０と同様にして、手書きで記入された
内容を表す画像データ（手書きイメージ）に対する補正処理のパラメータを設定する。
【０１１２】
　ステップ２９０では、読取対象の電子ペーパ１２に書き込まれている文書を記録部２４
によって消去させる。また、ステップ２９２では読取対象の電子ペーパ１２を読取部２６
によって読み取らせる。
【０１１３】
このとき、読取対象の電子ペーパ１２は、書き込まれていた文書が消去されることで、手
書きによって記入されている内容のみを表示している状態となっているので、第１実施形
態に係る手書き内容読取処理（図６）のように、読取イメージからの手書きイメージの分
離等の複雑な処理を行うことなく、ステップ２９２で単に読取対象の電子ペーパ１２を読
み取ることで、読取対象の電子ペーパ１２に手書きによって記入された内容を表す手書き
イメージが得られることになる。
【０１１４】
ステップ２９４では、ステップ２９２の読み取りによって得られた手書きイメージに対し
、第１実施形態に係る手書き内容読取処理（図６）のステップ２５０と同様に、先のステ
ップ２８８で設定したパラメータを用いて各種の補正処理を行う。ステップ２９６では、
補正処理を経た手書きイメージを、ステップ２７２で抽出した読取対象の電子ペーパ１２
の個体番号と共に管理センタ３８の管理サーバ４０へ送信することで、管理ＤＢ４４への
手書きイメージの追加登録を管理センタ３８に要請する。これにより、第１実施形態で説
明したように、管理センタ３８に送信した手書きイメージが管理ＤＢ４４に追加登録され
ることになる。
【０１１５】
ステップ２９８では、先のステップ２７８で管理情報から抽出した書込条件情報が表す書
込条件、及び、先のステップ２８４で認識した文書の向き（読取対象の電子ペーパ１２に
書き込まれていた文書の向き）に従い、管理センタ３８の管理サーバ４０から受信した文
書情報をビットマップデータに展開することで、読取対象の電子ペーパ１２に書き込まれ
ていた文書（ステップ２９０で消去した文書）を、読取対象の電子ペーパ１２に再度書き
込むための書込イメージを作成する。
【０１１６】
ステップ３００では、書込履歴を更新ステップ２８６で読取対象の電子ペーパ１２から読
み出した書込履歴情報のうちの累積書込回数を、文書の再書き込みに備えて１だけインク
リメントする。そしてステップ３０２では、ステップ２９８で作成した書込イメージを用
い、読取対象の電子ペーパ１２への文書の再書き込みを記録部２４によって行わせる。ま
たステップ３０４では、管理情報及びステップ３００で更新した書込履歴情報を、記録部
２４によって読取対象の電子ペーパに書き込ませ、手書き内容読取処理を終了する。
【０１１７】
〔第３実施形態〕
次に本発明の第３実施形態について説明する。なお、第１実施形態及び第２実施形態と同
一の部分には同一の符号を付し、説明を省略する。
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【０１１８】
本第３実施形態に係る読取部２６は、図７（Ｂ）に「ＣＨ２」と表記して示すように、電
子ペーパ１２の画像記録部分と非画像部分の光反射率が略同じで、かつ手書き用ペンのイ
ンクの光反射率が電子ペーパ１２の画像記録部分と非画像部分の光反射率と相違している
第２の波長域にのみ感度を有する分光感度特性のセンサを用いて読み取りを行うように構
成されている。
【０１１９】
次に、本第３実施形態に係る手書き内容読取処理について、図１０のフローチャートを参
照して説明する。ステップ３２０では、読取対象の電子ペーパ１２からの管理情報の読み
出しを読取部２６に指示し、読取対象の電子ペーパ１２から管理情報が読み出されること
で読取部２６から出力された管理情報を取り込む。また、ステップ３２２では読取対象の
電子ペーパ１２から読み出された管理情報に含まれる書込条件情報を前記管理情報から抽
出する。
【０１２０】
次のステップ３２４～ステップ３３０では、第１実施形態に係る手書き内容読取処理（図
６）のステップ２２４～ステップ２３０、第２実施形態に係る手書き内容読取処理（図９
）のステップ２８０～ステップ２８４，２８８と同様に、読取対象の電子ペーパ１２の向
きを検知し（ステップ３２４）、読取対象の電子ペーパ１２から読み出した管理情報から
方向情報を抽出し（ステップ３２６）、読取対象の電子ペーパ１２に書き込まれている文
書の向きを認識し（ステップ３２８）、手書きイメージに対する補正処理のパラメータを
設定する（ステップ３３０）。
【０１２１】
　ステップ３３２では読取対象の電子ペーパ１２を読取部２６によって読み取らせる。な
お、このステップ３３２は、読取対象の電子ペーパ１２の読み取りを行う読取Ｂ２６と共
に、請求項３に記載の読取手段に対応している。
【０１２２】
前述のように、本第３実施形態に係る読取部２６は、図７（Ｂ）に「ＣＨ２」と表記して
示すように、電子ペーパ１２の画像記録部分と非画像部分の光反射率が略同じで、かつ手
書き用ペンのインクの光反射率が電子ペーパ１２の画像記録部分と非画像部分の光反射率
と相違している第２の波長域で読み取りを行うので、第１実施形態に係る手書き内容読取
処理（図６）のように、読取イメージからの手書きイメージの分離等の複雑な処理を行う
ことなく、ステップ３３２で単に読取対象の電子ペーパ１２を読み取ることで、読取対象
の電子ペーパ１２に手書きによって記入された内容を表す手書きイメージが得られること
になる。
【０１２３】
ステップ３３４では、ステップ３３２の読み取りによって得られた手書きイメージに対し
、第１実施形態に係る手書き内容読取処理（図６）のステップ２５０や第２実施形態に係
る手書き内容読取処理（図９）のステップ２９４と同様に、先のステップ３３０で設定し
たパラメータを用いて各種の補正処理を行う。またステップ３３６では、先のステップ３
２０で読取対象の電子ペーパ１２より読み出された管理情報から、読取対象の電子ペーパ
１２の個体番号を抽出する。
【０１２４】
そしてステップ３３８では、補正処理を経た手書きイメージを、ステップ３３６で抽出し
た読取対象の電子ペーパ１２の個体番号と共に管理センタ３８の管理サーバ４０へ送信す
ることで、管理ＤＢ４４への手書きイメージの追加登録を管理センタ３８に要請する。こ
れにより、管理センタ３８に送信した手書きイメージが管理ＤＢ４４に追加登録される。
【０１２５】
　なお、上記では文書情報が表す文書と手書きイメージが表す手書き内容を電子ペーパ１
２に書き込む場合に両者の向きを揃えるために、予め回転処理を行った手書きイメージを
管理ＤＢ４４に登録する例を説明したが、これに代えて、電子ペーパ１２に書き込まれて
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いる文書の向きと、電子ペーパ１２に手書きで記入された内容の向きの関係を表す情報を
手書きイメージと共に管理ＤＢ４４に登録しておき、文書情報が表す文書と手書きイメー
ジが表す手書き内容を電子ペーパ１２に書き込む際に、上記の情報に基づき手書きイメー
ジに対して回転処理を行うようにしてもよい。請求項５記載の発明は上記の態様も含むも
のである。
【０１２６】
また、上記では電子ペーパ１２に手書きで記入された内容を表す手書きイメージ（が付加
された文書情報）を、管理センタ３８において、個々の電子ペーパ１２の個体番号と対応
付けて管理する例を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、個々の電子ペ
ーパ１２の識別情報と個々の電子ペーパ１２に対応する手書きイメージや文書情報を対応
付けて記憶・管理することを、電子ペーパ管理装置１０で行うようにしてもよい。また、
個々の電子ペーパ１２に大容量のＩＣチップが付加されている等の場合には、個々の電子
ペーパ１２に付加されているＩＣチップに手書きイメージや文書情報も記憶させるように
してもよい。
【０１２７】
また、電子ペーパは、その構成によっても相違するが、文書（画像）を書き込んでから日
数が経過すると書き込んだ文書の画質が劣化するという特性を有している。このため、文
書を書き込んだ個々の電子ペーパについて、最後に文書を書き込んでからの経過日数が所
定値以上となったか否かを判定するか、或いは電子ペーパに書き込まれている文書を光学
的に読み取り、読取結果に基づいて文書の画質の劣化度合いが所定値以上か否かを判定し
、判定が肯定された場合に電子ペーパに既に書き込まれている文書を再度書き込むリフレ
ッシュ処理を行うようにしてもよい。
【０１２８】
リフレッシュ処理が必要か否かを、最後に文書を書き込んでからの経過日数に基づいて判
断する態様において、最後に文書を書き込んだ日時は、例えば電子ペーパへの文書の書き
込みを行う毎に、文書書込日時を電子ペーパ又は電子ペーパと別体の記録媒体に記録する
ように構成し、該文書書込日時を電子ペーパ又は記録媒体から読み出すことで認識するこ
とができる。また、この文書書込日時を管理ＤＢ４４に登録しておけば、最後に文書を書
き込んでからの経過日数に基づいてリフレッシュ処理が必要か否かを判断することを管理
センタ３８で実施し、リフレッシュ処理が必要と判断した電子ペーパが存在していた場合
に電子ペーパ管理装置１０側へ通知するように構成することも可能である。
【０１２９】
また、電子ペーパに書き込まれている文書の画質の劣化度合いに基づいて、リフレッシュ
処理が必要か否かを判断することは、具体的には、例えば判断対象の電子ペーパ１２に書
き込まれている文書に対応する文書情報を管理センタ３８の管理ＤＢから取得し、取得し
た文書情報と判断対象の電子ペーパ１２から読み出した管理情報に含まれている書込条件
情報に基づいて、判断対象の電子ペーパへの文書書込直後に電子ペーパ１２上に表示され
ていた文書を表す文書イメージを生成すると共に、判断対象の電子ペーパ１２（に書き込
まれている文書）を光学的に読み取り、生成した文書イメージが表す文書における濃度（
推定値）と読取濃度の差が所定値よりも大きいか否か（例えば光学濃度の差がおよそ0.01
以上の領域の面積が、書き込まれている文書全体の面積に占める割合が所定値を越えてい
るか否か）に基づいて、文書の画質の劣化度合いが所定値以上か否かを判定することで行
うことができる。
【０１３０】
そして、上記のような判断を行った結果、リフレッシュ処理が必要と判断した場合には、
リフレッシュ処理が必要と判断した電子ペーパに既に書き込まれている文書を前記電子ペ
ーパに再度書き込むリフレッシュ処理を行うことで、電子ペーパに書き込まれている文書
の画質を維持することができる。
【０１３１】
【発明の効果】
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　以上説明したように本発明は、第１の画像を表示している状態で手書きによる記入がさ
れた電子ペーパを光学的に読み取り、第１の画像の画像データを取得することで第１の画
像を認識し、取得した画像データに基づいて読取結果上での第１の画像を推定し、読取結
果が表す画像の各画素のうち、推定した第１の画像に相当し、かつ推定した第１の画像の
対応する画素との濃度差が所定値未満の画素の濃度、又は、推定した第１の画像に基づい
て定めた濃度範囲内の画素の濃度を、画像が記録されていない状態での濃度に置き換える
ことで、読取結果が表す画像から推定した第１の画像を除去することにより、手書きによ
り記入された内容を表す第２の画像の画像データを読取結果から抽出するので、電子ペー
パへの手書きでの記入を容易に行うことができ、手書きで記入された内容の電子化を簡易
な構成で実現できる、という優れた効果を有する。
【０１３３】
また本発明は、第１の画像を表示している状態で、電子ペーパ上の第１の画像が記録され
た部分と第１の画像が記録されていない部分の反射率又は発光エネルギーの相違が所定値
未満となる所定の波長域において電子ペーパと反射率が相違する特性を有するインクを用
いて手書きによる記入がされた電子ペーパを、所定の波長域に感度を有するセンサによっ
て光学的に読み取ることで、手書きにより記入された内容を表す第２の画像の画像データ
を取得するので、電子ペーパへの手書きでの記入を容易に行うことができ、手書きで記入
された内容の電子化を簡易な構成で実現できる、という優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施形態に係る電子ペーパ管理装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】　文書書込処理の内容を示すフローチャートである。
【図３】　文書管理処理の内容を示すフローチャートである。
【図４】　電子ペーパの向きを検知する方法を説明するためのイメージ図である。
【図５】　テストパターンの一例を示すイメージ図である。
【図６】　第１実施形態に係る手書き内容読取処理の内容を示すフローチャートである。
【図７】　（Ａ）は電子ペーパの画像記録部分／非画像部分及びインクの分光反射率特性
の一例を示す線図、（Ｂ）は読取部の分光感度特性の一例を示す線図である。
【図８】　文書の表示イメージのヒストグラムの一例を示す線図である。
【図９】　第２実施形態に係る手書き内容読取処理の内容を示すフローチャートである。
【図１０】　第３実施形態に係る手書き内容読取処理の内容を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
１０　　電子ペーパ管理装置
１２　　電子ペーパ
２２　　制御部
２４　　記録部
２６　　読取部
２８　　クリーニング部
３６　　通信網
３８　　管理センタ
４０　　管理サーバ
４２　　記憶媒体
４４　　管理ＤＢ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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